
◎佐賀県条例第９号

佐賀県立学校設置条例の一部を改正する条例

佐賀県立学校設置条例（昭和39年佐賀県条例第21号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

附 則

「

この条例は、令和７年７月１日から施行する。ただし、別表の改正規定中

」

改正前 改正後

別表（第３条関係）

１・２ 略

３ 特別支援学校

別表（第３条関係）

１・２ 略

３ 特別支援学校

県立学校の名称 位置 県立学校の名称 位置

略 略

佐賀県立唐津特別支援学校 唐津市 佐賀県立唐津特別支援学校 唐津市

佐賀県立中原特別支援学校 鳥栖市及び三養基郡みや

き町

佐賀県立鳥栖特別支援学校 鳥栖市

佐賀県立伊万里特別支援学校 略 佐賀県立伊万里特別支援学校 略

佐賀県立うれしの特別支援学校 嬉野市 佐賀県立うれしの特別支援学校 嬉野市

佐賀県立中原特別支援学校 三養基郡みやき町

佐賀県立唐津特別支援学校 唐津市

佐賀県立中原特別支援学校 鳥栖市及び三養基郡みや

き町
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「 「

を に、
」

」

「

を に改める部分は、令和８年４月１日から施行する。

」

佐賀県立唐津特別支援学校 唐津市 佐賀県立うれしの特別支援学校 嬉野市

佐賀県立うれしの特別支援学校 嬉野市

佐賀県立中原特別支援学校 三養基郡みやき町
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